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作成例１ 寄附行為変更の条項及び事由 

 

 

 

寄附行為変更の条項及び事由（※１） 

 

 
 本法人は、従来、中学校、小学校及び幼稚園を経営してきたが、この度新たに高等学校を設置することと

なったので、これに伴い寄附行為を下記のとおり変更するものである。 

 

記 

 
１ 第４条中、第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、第１号として次の１号を

加える。 

 
  ○○高等学校 全日制課程普通科 

 

  事由： 

 

 

２ 第６条第１項中、「理事５人」を「理事６人」に改める。 

 
  事由： 

 

 
３ 第６条第２項中、「評議員６人」を「評議員７人」に改める。 

 

  事由： 
 

 

４ 附則として次の附則を加える。（※２） 

 

  附 則 
  この寄附行為は、青森県知事の認可の日（  年 月 日）から施行する。 

 
   事由： 

 

 
○作成上の注意 
（※１）内容は、寄附行為新旧対照表（作成例２）と一致させること。 
（※２）附則は、寄附行為変更のたびに記載されるものであるため、過去の附則を含めて省略せず、 

全て記載すること。 
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作成例２ 寄附行為新旧比較対照表 

 

 

 

寄附行為新旧比較対照表（※１） 

 

 

   

                      新           旧 

   

 

   （設置する学校法人） 

  第４条 この法人は、前条の目的を達成するた 

    め、次に掲げる学校を設置する。 

   (1) ○○高等学校 全日制課程普通科 

   (2) ○○中学校           （※２） 

   (3) ○○小学校 

   (4) ○○幼稚園 

  (5) 幼保連携型認定こども園〇〇園 

   

   （役員及び評議員の設置） 

第６条 この法人に、次の役員を置く。 

(1) 理事  ６名  

(2) 監事  ２名  

２ この法人に、評議員７名を置く。  

   

  附 則 

  ３ この寄附行為は、青森県知事の認可の日（○

  ○年○月○日）から施行する。 

 

 

 

 

 

 （設置する学校法人） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するた 

 め、次に掲げる学校を設置する。 

 (1) ○○中学校 

 (2) ○○小学校 

 (3) ○○幼稚園 

 

 

 

（役員及び評議員の設置） 

第６条 この法人に、次の役員を置く。 

(1) 理事  ５名  

(2) 監事  ２名  

２ この法人に、評議員６名を置く。 

 

  （新設） 

 

 

 

 

 

 

 
○作成上の注意 
（※１）内容は、寄附行為変更の条項及び事由（作成例１）に一致させること。 
（※２）変更に係る条文のみ記載し、変更箇所は下線（朱線）を付して明示すること。 
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作成例３ 財産目録 

財 産 目 録（  年 月 日現在） 
 
Ⅰ 資産総額          金○○○，○○○，○○○円 
 内 １基本財産              金○○○，○○○，○○○円 

  ２運用財産              金○○○，○○○，○○○円   
（  ３収益事業用財産       金○○○，○○○，○○○円  ） 

Ⅱ 負債総額 
Ⅲ 正味財産 
 
   ［１］資産 

  １ 基本財産 
 

   （１）土地       ○○○，○○○平方メートル  ○○，○○○，○○○円 

種別 
 

所在地 
 

新設校 既設校 
と共用 

既設校専用 計 価額 備考 

 
校舎敷地 

 
     県   市  町   番地 

 
㎡ 

 
㎡ 

 
㎡ 

 
㎡ 

 
円 

 
 

 
講堂敷地 

 
     県   市  町   番地 

 
㎡ 

 
㎡ 

 
㎡ 

 
㎡ 

 
円 

 
 

 
運動場 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
図書館敷地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
体育館敷地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
寄宿舎敷地 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  計 

 
 

 
㎡ 

 
㎡ 

 
㎡ 

 
㎡ 

 
円 

 
 

 
   （２）建物       ○○○，○○○平方メートル  ○○，○○○，○○○円 
                      建物仮勘定    ○○，○○○，○○○円 

種別 所在地 構造 新設校専用 既設校 
と共用 

既設校専用 計 価額 備考 

 
校舎 

 
  県   市  町    番地 

 
  

 
㎡ 

 
㎡ 

 
㎡ 

 
㎡ 

 
円 

 
 

 
講堂 

 
  県   市  町    番地 

 
  

 
㎡ 

 
㎡ 

 
㎡ 

 
㎡ 

 
円 

 
 

 
図書館 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
体育館 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
寄宿舎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
倉庫 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  計 

 
 

 
 

 
㎡ 

 
㎡ 

 
㎡ 

 
㎡ 

 
円 
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   （３）図書                                  ○○冊    ○○，○○○円 
 

種別 
 

冊数 
 

価額 
 

備考 
 
一般教育図書 

 
冊 

 
円 

 
 

 
専門図書 

 
冊 

 
円 

 
 

 
学術雑誌その他 

 
 

 
 

 
 

 
   計 
 

 
冊 

 

 
円 

 

 
 

 
 
 

   （４）教具・校具及び備品                    ○○点  ○○，○○○円 
ア 教具・校具                     

 
名称又は種類 

 
冊数 

 
価額 

 
備考 

 
 

 
点 

 
円 

 
 

 
 

 
点 

 
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   計 
 

 
点 

 

 
円 

 

 
 

 
    （注）教具は、教育上必要な機械、器具、標本及び標本等を記載すること。また、校具は、教育上必要な机、椅子等について記載すること。 
 

   イ その他の備品 
 
名称又は種類 

 
冊数 

 
価額 

 
備考 

 
 

 
点 

 
円 

 
 

 
 

 
点 

 
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   計 
 

 
点 

 

 
円 

 

 
 

 
    （注）教具・校具以外の事務上必要な備品（例：事務用及び会議用机・椅子、応接セット、書類だな、ロッカー、計算機等）を記載すること。 
 
 

   （５）その他                          ○○点  ○○，○○○円 
 
名称又は種類 

 
冊数 

 
価額 

 
備考 

 
 

 
点 

 
円 

 
 

 
 

 
点 

 
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   計 
 

 
点 

 

 
円 

 

 
 

 
    （注）上記に含まれない基本財産について記載すること。（例：構築物、車輌、電話加入権、施設利用権等） 
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   ２ 運用財産                                                       
 

    （１）預金・現金                              ○○，○○○，○○○円 
ア 預金 

 
預金種別 

 
預入先 

 
金額 

 
利率 

 
備考 

 
 

 
 
 

円 
 

％ 
 

 
 
 

 
 
 

円 
 

％ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   計 

 
 

 
円 

 
             

 
 

 
イ 現金                                      ○○，○○○，○○○円 

 
 

    （２）積立金                                ○○，○○○，○○○円 
 

種類内訳 
 

預入先又は信託先 
 

金額 
 

利率 
 

備考 
 
教職員退職給与引当積立金 

 
 
 

円 
 

％ 
 

 
 
施設拡充整備資金積立金 

 
 
 

円 
 

％ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
      計 

 
 

 
円 

 
             

 
 

    （注）例えば、施設拡充整備資金又は校舎再建の引当金等を有価証券で有する場合は、後記（３）有価証券の記載様式に準じて記載すること。 
 
    （３）有価証券                                ○○，○○○．○○○円 

 
銘柄 

 
券面金額 

 
数量 

 
利回り又は配当率 

 
取得年月日 

 
取得価額又は評価額 

 
備考 

 
 

 
円 

 
 
 

％ 
 

 
 

円 
 

 
 
 

 
円 

 
 
 

％ 
 

 
 

円 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
      計 

 
 

 
 

 
 

 
             

 
円 

 
 

 
    （４）不動産 
     ア 土地  ○○○，○○○平方メートル  ○○，○○○，○○○円 

 
種別 

 
所在地 

 
面積 

 
価額 

 
備考 

 
 

 
 
 

㎡ 
 

円 
 

 
 
 

 
 
 

㎡ 
 

円 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
   計 

 
 

 
㎡ 

 
円 
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     イ 建物  ○○○，○○○平方メートル  ○○，○○○，○○○円 

 
種別 

 
所在地 

 
面積 

 
価額 

 
備考 

 
 

 
 
 

㎡ 
 

円 
 

 
 
 

 
 
 

㎡ 
 

円 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
   計 

 
 

 
㎡ 

 
円 

 
 

 
 
    （５）貯蔵品 
     事務用品教材用品            ○○，○○○，○○○円  
     建設用材                                ○○，○○○，○○○円 

 
種類 

 
用途 

 
評価額 

 
備考 

 
事務用消耗品 

 
 
 

円 
 

 
 
教材用消耗品 

 
 
 

円 
 

 
 
建設用○○材 

 
 

 
                                   円 

 
 

 
取壊校舎○○財 

 
 

 
                                   円 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
     計 

 
 

 
円 

 
 

 
 
    （６）未収金                 ○○，○○○，○○○円 

 
種類 

 
数量（口数） 

 
金額 

 
備考 

 
未収授業料 

 
 
 

円 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
     計 

 
 

 
円 

 
 

 
 

    （７）前払金                                  ○○，○○○，○○○円 
 

種類 
 

数量（口数） 
 

金額（又は評価額） 
 

備考 
 
○○年度教材費 

 
 
 

円 
 

 
 
未経過火災保険料 

 
 

 
                                   円 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
     計 

 
 

 
円 
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    （８）その他                                  ○○，○○○，○○○円 
 

種類 
 

数量 
 

金額 
 

備考 
 
 

 
 
 

円 
 

 
 
 

 
 

 
                                   円 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
     計 

 
 

 
円 

 
 

    （注）上記に含まれない運用財産について記載すること。（例：敷金、長期貸付金、短期貸付金等） 
 
 

 ３ 収益事業用財産 
    （イ）事業用敷地    ○○○平方メートル  ○○，○○○，○○○円 
    （ロ）事業用建物        ○○○平方メートル  ○○，○○○，○○○円 
    （ハ）事業用動産                                                  円 
    （ニ）現金                                                        円 
    （ホ）事業用積立金                                                円 
 
  （注）各財産種別の記載様式は、基本財産、運用財産の内訳記載様式に準じて作成すること。 
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     ［２］負債 
 

 １ 固定負債 
    （イ）長期借入金              ○○，○○○，○○○円 
    （ロ）学校債                ○○，○○○，○○○円 
    （ハ）退職給与引当金                        ○○，○○○，○○○円 

計           ○○，○○○，○○○円 

種類 数量 金額 使途 償還期限 利率 その他の主要事項 
 
長期借入金 

 
 

 
円 

 
 

 
                  

 
 
 

 
 
 １ 日本私立学校振興・共済事業団 

 
 

 
円 

 
 

 
                  

 
        ％ 

 
 

 
 ２ ○○銀行 

 
 

 
円 

 
 

 
 

 
％ 

 
 

 
 ３ 学校債 

 
 

 
円 

 
 

 
 

 
          

 
 

       
 
学校債 

 
 

 
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
退職給与引当金 

 
 

 
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

       
     計  円                      

 
 ２ 流動負債 

      （イ）短期借入金                              ○○，○○○，○○○円 
    （ロ）手形債務                ○○，○○○，○○○円 
      （ハ）前受金                                  ○○，○○○，○○○円 
      （二）未払金                                  ○○，○○○，○○○円 
    （ホ）預り金                                  ○○，○○○，○○○円 

計            ○○，○○○，○○○円 

種類 数量 金額 使途 利率 その他の主要事項 
 
短期借入金 

 
 

 
円 

 
                      

 
 
 

 
 
 １ 日本私立学校振興・共済事業団 

 
 

 
円 

 
                      

 
        ％ 

 
 

 
 ２ ○○銀行 

 
 

 
円 

 
 

 
％ 

 
 

 
手形債務 

 
 

 
円 

 
 

 
 

 
 

 
前受金 

 
 

 
円 

 
 

 
 

 
 

 
  １ ○○年度授業料 

 
 

 
円 

 
 

 
          

 
 

 
  ２ ○○年度入学金 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
未払金 

 
 

 
円 

 
 

 
 

 
 

 
  １ 私立学校教職員共済組合掛金 

 
 

 
円 

 
 

 
          

 
 

 
  ２ 日本私立学校振興・共済事業団償還金 

 
 

 
円 

 
 

 
 

 
 

 
預り金 

 
 

 
        円 

 
 

 
 

 
 

           計  円                         
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    ［３］借用財産 
 

    （１）土地              ○○○，○○○平方メートル 
 

種別 
 

所在地 
 
新設校専用 

 
既設校と共用 

 
既設校専用 

 
計 

 
価額 

 
備考 

 
 

 
     県   市  町   番地 

 
㎡ 

 
㎡ 

 
㎡ 

 
㎡ 

 
円 

 
 

 
 

 
     県   市  町   番地 

 
㎡ 

 
㎡ 

 
㎡ 

 
㎡ 

 
円 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  計 
 

 
 
 

 
㎡ 

 

 
㎡ 

 

 
㎡ 

 

 
㎡ 

 

 
円 

 

 
 
 

 
   （２）建物       ○○○，○○○平方メートル 

 
種別 

 
所在地 

 
構造 

 
新設校専用 

 
既設校と共用 

 
既設校専用 

 
計 

 
価額 

 
備考 

 
 

 
  県   市  町    番地 

 
  

 
㎡ 

 
㎡ 

 
㎡ 

 
㎡ 

 
円 

 
 

 
 

 
  県   市  町    番地 

 
  

 
㎡ 

 
㎡ 

 
㎡ 

 
㎡ 

 
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  計 
 

 
 
 

 
 
 

 
㎡ 

 

 
㎡ 

 

 
㎡ 

 

 
㎡ 

 

 
円 

 

 
 
 

 
 
 
  ○作成上の注意 
 
（※１）この財産目録は、申請書提出日の直近の一定日で作成すること。 
 
（※２）（  ）で囲んでいる項目は、収益事業を行っている場合に記載すること。 
 
（※３）「（１）土地」の表については、当該土地を、申請に係る学校の専用としている場合には、「新設校専用」の項に、他の学校との共用としている場合には、「既設校
との    共用」の項に、他の学校の専用としている場合には「既設校専用」の項にその面積を記入し、他の学校と共用している場合には、「備考」の項にその状況を記
載すること。    「（３）建物」の表においても同じ。 
 
（※４）「［３］借用財産」の「（１）土地」及び「（２）建物」の表の「備考」の項には、借用相手方氏名、借用条件等を記載すること。 
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作成例４ 寄付申込書 

 

 

 

                                                                 年  月  日 

 

 

 学校法人○○○○ 

    設立代表者         様 

 

                                                    （※１） 

                          住所 

                          氏名 

 

寄 付 申 込 書（※２） 

 

 学校法人○○学園の設立に際しては、下記のものを寄付いたします。 

 

記 

 

 １ 校地            ㎡    青森県○○市○○丁目○番地所在 

 ２ 校舎                  ㎡        青森県○○市○○丁目○番地所在     （※３） 

  ３ 設備（教具、校具、備品）    点            円（別紙目録のとおり） 

  ４ 現金（預金）                                   円（別紙証明書のとおり） 

           計                                   円 

 

 

○作成上の注意 

（※１）寄付する者が法人の場合は、当該法人の定款又は寄附行為、寄付に係る決議録写しを添付すること。 

（※２）設立代表者による原本証明を行うこと（押印不要）。 

（※３）寄付財産については、寄付者の所有であることを証明する書類（登記事項証明書、預貯金証明書等）

を添付すること。 

 

 

留意事項 

 ○寄付金について 

  「学校法人の寄附行為及び寄附行為変更の認可審査基準」（令和７年４月１日施行）第３条

第３項では、次のいずれかに該当するものは、寄附金として取り扱うことができないと定めて

います。 

(1)  入学を条件とする寄附金、当該施設の建築等に係る請負業者の寄附金その他設置経費の財

 源として適当と認められないもの。 

(2)  寄付能力のない者の寄附金、寄附者が借入金により調達した寄附金等 

 

  このほか、寄付者が学校法人以外の法人である場合、当該法人を所管する法令上、寄付が認

められない場合があるので注意してください。 
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作成例５ 債務引継書 

 

                                                                 年  月  日 

 

 

 学校法人○○○○ 

    設立代表者         様 

 

 

                          住所 

                          氏名 

 

債 務 引 継 書（※１） 

 

 学校法人○○○○設立の上は下記のとおり債務を引き継ぎます。 

 

記 

 
 

債務の種類 

 

金  額 

 

債務の相手方 

 

備  考 
 

借 入 金         

 

              円 

 

○○銀行○○支店 

 

日本私学振興・共済事業団貸付金 
 

校（園）舎建築費 

 

              円 

 

 

 

校（園）舎建築費の未払金 
 

 

 

              円 

 

 

 

 
 

       計 
 

 

              円 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

○作成上の注意 

（※１）設立代表者による原本証明を行うこと（押印不要）。 

 

 

 

 

留意事項 

 

 ○施設又は設備の整備に伴う負債について 

  「学校法人の寄附行為及び寄附行為変更の認可審査基準」（令和７年４月１日施行）第７条

は、「特別の事情があり、償還計画が適正かつ確実と認められるものに限り、総資産額に対す

る総負債額の割合が２５％以下において認めるものとする。」と定めています。 

  また、この場合の負債とは、「原則として、日本私立学校振興・共済事業団又は銀行等負債

に係る融資が確実に受けられると認められる金融機関からの借入金によるものでなければなら

ない。」としています。 
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作成例６ 設立決議録 

 

 

 

学校法人○○学園設立発起人会決議録 

 

 

１ 日時及び場所 

   年  月  日      ○○時○○分～○○時○○分 

青森県        番地 ○○会議室 

 

２ 設立発起人 

氏名  ○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○（※１） 

 

３ 議案 

（１）学校法人○○学園設立及び○○学校の設置について 

（２）設立代表者の選任について 

（３）寄付受領について 

（４）債務引継について 

（５）設立当初の役員選任について 

 

４ 議事の経過及びその結果 

  ○○時○○分、互選により○○○○氏が議長となり、学校法人○○学園設立について意見を述べた後、

開会を宣して議案の審議に入った。 

 

第１号議案 学校法人○○学園設立の件 

  ○○○○氏から寄附行為案を示して、学校法人設立について意見が述べられ、次いで審議に入った

が、二、三の質問後、全員異議なく可決した。 

 

第２号議案 設立代表者選任の件 

  設立発起人互選の結果、○○○○氏を設立代表者を定め、学校法人設立及び○○学校設置に関する

一切の権限を委任することとし、全員異議なく決定した。 

 

第３号議案 寄付受領の件 

 ○○○○氏寄付申込みの物件は、これを受領することに全員異議なく決定した。 

 

第４号議案 債務引継の件 

  議長から学校法人設立後、校舎等の要した資金の借入金等の債務引継について提案がなされ、審議

の結果やむを得ないものと認め、全員異議なく承認した。 

 

第５号議案 設立当初の役員の件 

  議長から設立発起人全員が役員就任の提案があったが、私立学校法の役員選任の規定もあるとの意

見があって、審議の結果、次の者が就任することを全員異議なく承認した。 

    理事 ○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○○○ 

    監事 ○○○○、○○○○ 

  

よって、議長は、議事終了の旨を述べて○○時○○分閉会を宣した。 
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氏名  〇〇〇〇 

    〇〇〇〇 

    〇〇〇〇      （※２） 

    〇〇〇〇 

    〇〇〇〇 

    〇〇〇〇 

 

 以上は原本と相違ありません。 

      年  月  日 

                  学校法人○○学園                              （※３） 

                      設立代表者  氏名  

 

 

○作成上の注意 

（※１）出席発起人全員の氏名を記載すること。 

（※２）発起人会決議録は、発起人全員署名又は記名押印すること。 

（※３）設立代表者による原本証明を行うこと（押印不要）。 



- 97 -

作成例７ 理事会決議録 

 

（学校設置の場合） 

理 事 会 議 事 録 

 

１ 日時及び場所 

   年  月  日      ○○時○○分～○○時○○分 

青森県        番地 ○○会議室（オンライン併用） 

 

２ 理事定数     ○名 

                                                                             

３ 出席理事     ○名    氏名○○○○、○○○○、○○○○、     

                   ○○○○（オンライン出席）   

  欠席理事     ○名    氏名○○○○              （※１） 

  出席監事     ○名    氏名○○○○ 

  欠席監事     ○名    氏名○○○○ 

 

４ 議案 

（１）○○幼稚園の設置について 

（２）○○幼稚園の設置に伴う寄附行為の変更について 

（３）○○氏申込みの学校資産寄付受領について 

 

５ 議事 

 ○○時○○分、○○理事（又は理事長）（※２）が議長となり、開会を宣して議案の審議に入った。 

 まず、議長から議案について詳細な説明がなされ、ついて協議を重ねた結果、（※３）全員異議なく次

のとおり可決した。 

（１）○○幼稚園を設置すること。 

 

（２）○○幼稚園設置に伴い、寄附行為の一部を次のとおり変更すること。 

     第４条に「３ ○○幼稚園」の１号を加える。 

 

（３）幼稚園の設備、教具、園具等を○○氏から当法人へ寄付申込みがあったが、これについては、この

申込みに敬意を表し、異議なく受領すること。 

 

 よって、議長は、議事終了の旨を述べて○○時○○分閉会を宣した。 

 

                                     議事録署名人 

                     理事  ○○○○           

                              （※４） 

                            監事  ○○○○   

  

 以上は原本と相違ありません。 

     年  月  日 

                  学校法人○○学園                              （※５） 

                      理事長 ○○○○   

 

○作成上の注意 

（※１）理事及び監事の氏名及び出欠を記載すること。 

（※２）寄附行為に基づき議長を選任すること。 

…
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（※３）賛否の状況について明確に記述すること。（賛成○○名、反対○○名などと記載。） 

（※４）出席理事及び出席監事の署名か記名押印（又は、議長、出席理事から互選の２名以上、出席監事が

署名）すること。 

（※５）理事長による原本証明を行うこと（押印不要）。 

留意事項 

 ○理事会の運営について 

  理事会は、学校法人寄附行為に則って運営してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(参考） 学校法人寄附行為作成例（令和６年３月５日大学設置・学校法人審議会（学校

法人分科会）決定）の一部抜粋 

 

第三節 理事会の運営 

（招集） 

第１８条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する

。 

３ 理事長以外の理事は、理事長に対し、会議の目的である事項を示して、理事会の

招集を請求することができる。 

４ 理事長が、前項の請求のあった日から５日以内に、その請求の日から２週間以内

の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しない場合には、招集を請求 

した理事は理事会を招集することができる。 

５ 理事会を招集するには、各理事及び各監事に対して、会議の日時及び場所並びに

会議の目的である事項を書面又は電磁的方法により通知しなければならない。 

６ 前項の通知は、会議の１週間前までに発しなければならない。ただし、緊急を要

する場合はこの限りではない。 

７ 前２項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは

、招集の手続を経ることなく開催することができる。 

（運営） 

第１９条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。 

２ 前条第２項及び第４項並びに第２９条第２項の規定に基づき理事会を招集した場

合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。 

（議事録） 

第２２条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しな

ければならない。 

２ 議事録には、出席した理事及び監事が署名（電磁的記録により作成される議事録

にあっては、電子署名。以下第４７条第２項において同じ。）又は記名押印 

し、理事会の日から十年間、これを事務所に備えて置かなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊持ち回り議決について 

  私立学校法上、「理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過

半数をもって行う」と定められていることから、理事会を開催せずに、議事を理事に持ち回って

議決することは無効となります。 
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（幼稚園収容定員変更の場合） 

理 事 会 議 事 録 

 

 

１ 日時及び場所 

   年  月  日      ○○時○○分～○○時○○分 

青森県        番地 ○○会議室（オンライン併用） 

 

２ 理事定数     ○名 

 

３ 出席理事     ○名    氏名○○○○、○○○○、○○○○、     

                   ○○○○（オンライン出席）   

  欠席理事     ○名    氏名○○○○              （※１） 

  出席監事     ○名    氏名○○○○ 

  欠席監事     ○名    氏名○○○○ 

 

４ 議案 

（１）○○幼稚園の定員変更について 

（２）○○幼稚園の定員変更に伴う園則の一部変更について 

 

５ 議事 

 ○○時○○分、○○理事（又は理事長）（※２）が議長となり、開会を宣して議案の審議に入った。 

 まず、議長から議案について詳細な説明がなされ、ついて協議を重ねた結果、（※３）全員異議なく次

のとおり可決した。 

（１）○○幼稚園の現在の定員○○名を○○年４月１日から○○名に変更する。 

（２）定員変更に伴い園則の一部を次のとおり変更する。 

     第１０条中「収容定員は○○名とし、○学級とする。」を「収容定員は○○名とし、○学級と

する。」に改める。 

 よって、議長は、議事終了の旨を述べて○○時○○分閉会を宣した。 

 

                                     議事録署名人 

                     理事  ○○○○ 

              （※４） 

   監事  ○○○○            

 

 以上は原本と相違ありません。 

     年  月  日 

                  学校法人○○学園                               （※５） 

                      理事長   ○○○○    

 

○作成上の注意 

（※１）理事及び監事の氏名及び出欠を記載すること。 

（※２）寄附行為に基づき議長を選任すること。 

（※３）賛否の状況について明確に記述すること。（賛成○○名、反対○○名などと記載。） 

（※４）出席理事及び出席監事の署名か記名押印（又は、議長、出席理事から互選の２名以上、出席監事が

署名）すること。 

（※５）理事長による原本証明を行うこと（押印不要）。 

…
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作成例８ 評議員会決議録 

（幼稚園設置の場合） 

 

評 議 員 会 決 議 録 

 

１ 日時及び場所 

   年  月  日      ○○時○○分～○○時○○分 

青森県        番地 ○○会議室（オンライン併用） 

 

２ 評議員      ○名 

 

３ 出席評議員    ○名    氏名○○○○、○○○○（オンライン出席）、… 

  欠席評議員    ○名    氏名○○○○                      （※１） 

  出席監事     ○名    氏名○○○○ 

  欠席監事     ○名    氏名○○○○ 

 

４ 議案 

（１）○○幼稚園の設置について 

（２）○○幼稚園の設置に伴う寄附行為の変更について 

（３）○○氏申込みの学校資産寄付受領について 

 

５ 議事 

 ○○時○○分、○○氏が（※２）議長となり、本評議員会の成立を宣して議案の審議に入った。 

 まず、議長から議案について詳細な説明がなされ、ついで協議を重ねた結果、（※３）全員異議なく次

のとおり可決した。 

（１）○○幼稚園を設置すること。 

（２）○○幼稚園設置に伴い、寄附行為の一部を次のとおり変更すること。 

     第４条に「３ ○○幼稚園」の１号を加える。 

（３）幼稚園の設備、教具、園具等を○○氏から当法人へ寄付申込みがあったが、これについては、この

申込みに敬意を表し、異議なく受領すること。 

 よって、議長は、議事終了の旨を述べて○○時○○分閉会を宣した。 

 

                                     議事録署名人 

                     議長     ○○○○  

                                         評議員     ○○○○        （※４） 

 

監事    ○○○○ 

 以上は原本と相違ありません。 

     年  月  日 

                  学校法人○○学園                              （※５） 

                      理事長 ○○○○   

○作成上の注意 

（※１）評議員及び監事の氏名及び出欠を記載すること。 

（※２）寄附行為に基づき議長を選任すること。 

（※３）賛否の状況について明確に記述すること。（賛成○○名、反対○○名などと記載。） 

（※４）出席評議員及び出席監事の署名か記名押印（又は、議長、出席評議員から互選の２名以上、出席監

事が署名）すること。 

（※５）理事長による原本証明を行うこと（押印不要）。  

…
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留意事項 

 ○評議員会の運営について 

  評議員会は、学校法人寄附行為に則って運営してください。 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(参考） 学校法人寄附行為作成例（令和６年３月５日大学設置・学校法人審議会（学校

法人分科会）決定）の一部抜粋 

 
第２節 評議員会及び評議員の職務等 
（評議員会の職務等） 
第３８条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の

状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員か
ら報告を徴することができる。 

２ 理事会は、次の各号に掲げる事項についての決定をするときは、あらかじめ評
議員会の意見を聴かなければならない。 
一 重要な資産の処分又は譲受け 
二 多額の借財 
三 予算及び事業計画並びに事業に関する中期的な計画の作成又は変更 
四 役員及び評議員に対する報酬等（報酬、賞与その他の職務遂行の対価として
受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。）の支給の基準の策定又
は変更 

五 収益事業に関する重要事項 
六 私立学校法第２３条第１項第一号から第三号まで及び第五号から第十五号ま
でに定める事項を除く寄附行為の変更 

七 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 
八 寄附金品の募集に関する事項 
九 その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの 

３ 評議員会は、次の各号に掲げる事項について決議する。 
一 私立学校法第２３条第１項第一号から第三号まで及び第五号から第十五号ま

でに関する寄附行為の変更 
二 私立学校法第１０９条第１項第一号に定める事由による解散 
三 合併 

第３節 評議員会の運営 
（招集） 
第４２条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき

理事長が招集する。 
２ 評議員の総数の１０分の１以上の評議員は、共同して、理事長に対し、評議員会

の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することがで
きる。 

３ 評議員の総数の１０分の１以上の評議員は、共同して、理事長に対し、一定の事
項を評議員会の会議の目的とすることを請求することができる。この場合におい
て、その請求は、評議員会の日の３０日前までにしなければならない。 

４ 評議員会を招集する場合には、理事会において、次に掲げる事項を定め、評議員
に対し、書面又は電磁的方法（評議員の承諾を得た場合に限る。）により通知し
なければならない。 
一 会議の日時及び場所 
二 会議の目的である事項があるときは、当該事項 
三 会議の目的である事項に係る議案（当該目的である事項が議案となるものを除

く。）について、議案が確定しているときはその概要、議案が確定していない
ときはその旨 

四 私立学校法施行規則で定める事項 
５ 前項の通知は、会議の１週間前までに発しなければならない。 
（運営） 
第４６条 評議員会に議長を置き、評議員の互選によって定める。 
（議事録） 
第４８条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し

なければならない。 
２ 議事録には、出席した評議員及び監事が署名又は記名押印し、評議員会の日から

十年間、これを事務所に備えて置かなければならない。 
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 ＊持ち回り議決について 

   私立学校法上、「評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し

、その過半数をもって行う」と定められていることから、評議員会を開催せずに、議事を評議

員に 持ち回って議決することは無効となります。 
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作成例９ 事業計画書 

 

 

事業計画書（申請年度から設立後就業年限に応じた事業計画） 

 

 

 

 

 

 

事業の種類(※１) 

 

数量等 

 

事業費 

 

財源 

 

備考 

 

申請年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○作成上の注意 

（※１）事業の種類の例示 

 

校舎新築、増改築事業 

教具・校具整備事業 

教職員給与改善事業 

スクールバス購入事業 



- 104 -

作成例１０ 資金収支予算書 

 

資金収支予算書 

 

年  月  日から 

年  月  日まで 

 

 収 入 の 部 

                                      （単位：円） 

科        目 

 

   年度 

(申請年度) 

   年度 

(第一年次) 

   年度 

(第二年度) 

   年度 

(第三年次) 

摘 要 

 

学生生徒等納付金収入      

 授業料収入      

 入学金収入      

 実験実習料収入      

 施設設備資金収入      

 （何）      

      

手数料収入      

 入学検定料収入      

 試験料収入      

 証明手数料収入      

 （何）      

      

寄付金収入      

 特別寄付金収入      

 一般寄付金収入      

      

補助金収入      

 国庫補助金収入      

 地方公共団体補助金収入      

 （何）      

      

資産売却収入      

 施設売却収入      

 設備売却収入      

 有価証券売却収入      

 （何）      

      

付随事業・収益事業収入      

 補助活動収入      

 附属事業収入      

 受託事業収入      

 収益事業収入      

 （何）      

受取利息・配当金収入      

 特定資産運用収入      

 その他の受取利息・配当金収入      
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雑収入      

 施設設備利用料収入      

 廃品売却収入      

 （何）      

      

借入金等収入      

 長期借入金収入      

 短期借入金収入      

 学校債収入      

      

前受金収入      

 授業料前受金収入      

 入学金前受金収入      

 実験実習料前受金収入      

 施設設備資金前受金収入      

 （何）      

      

その他の収入      

 （何）引当特定資産取崩収入      

 前期末未収入金収入      

 貸付金回収収入      

 預り金受入収入      

 （何）      

      

資金収入調整勘定      

 期末未収入金      

 前期末前受金      

      

前年度繰越支払資金      

      

収入の部合計      
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 支 出 の 部 

                                      （単位：円） 

科        目 

 

   年度 

(申請年度) 

   年度 

(第一年次) 

   年度 

(第二年度) 

   年度 

(第三年次) 

摘 要 

 

人件費支出      

 教員人件費支出      

 職員人件費支出      

 役員報酬支出      

 退職金支出      

 （何）      

      

教育研究費支出      

 消耗品費支出      

 光熱水費支出      

 旅費交通費支出      

 奨学費支出      

 （何）      

      

管理経費支出      

 消耗品費支出      

 光熱水費支出      

 旅費交通費支出      

 （何）      

     

借入金等利息支出      

 借入金利息支出      

 学校債利息支出      

      

借入金等返済支出      

 借入金返済支出      

 学校債返済支出      

      

施設関係支出      

 土地支出      

 建物支出      

 構築物支出      

 建設仮勘定支出      

 （何）      

      

設備関係支出      

 教育研究用機器備品支出      

 管理用機器備品支出      

 図書支出      

 車両支出      

 ソフトウェア支出      

 （何）      
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資産運用支出      

 有価証券購入支出      

 （何）引当特定資産繰入支出      

 収益事業元入金支出      

 （何）      

      

その他の支出      

 貸付金支払支出      

 手形債務支払支出      

 前期末未払金支出      

 預り金支払支出      

 前払金支払支出      

 （何）      

      

 [予備費]      

      

資金支出調整勘定      

 期末未払金      

 前払金支払金      

      

次年度繰越支払資金      

      

支出の部合計      

 

 

○作成上の注意 

１ 各表の「科目」欄の項については、学校法人会計基準（昭和４６年文部省令第１８号）の資金収支計算

書（同基準第１号様式）の科目に準じて作成すること。 

２ この表に掲げる科目に計上すべき金額がない場合には、当該科目を省略する様式によるものとする。 

３ この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合には、その科目を追加する様式によるものとする。 
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作成例１１ 主な収入内訳 

 

 

１ 主な収入内訳 

 

 

区分 

 

開設年度 

 

  ○年度 

 

  ○年度 

 

学生生徒納

付金 

 

 

 

 

○○円 

＜算定基礎＞ 

  ○○円×○○人 

 

 

 

○○円                  

＜算定基礎＞            

  ○○円×○○人 

  ○○円×○○人 

 

 

○○円                  

＜算定基礎＞            

  ○○円×○○人       

   ○○円×○○人 

  ○○円×○○人 

 

寄付金 

 

○○円 

 

○○円 

 

○○円 

 

補助金 

 

 

 

 

○○円              

＜算定基礎＞        

  ○○円×○○人  

                    

 

○○円                  

＜算定基礎＞            

  ○○円×○○人       

                        

 

○○円                  

＜算定基礎＞            

  ○○円×○○人       

                        

 

借入金収入 

 

 

 

 

 

○○円 

＜算定基礎＞            

  ○○銀行○○円 

  ○○銀行○○円  

 

 

○○円                   

＜算定基礎＞             

  ○○銀行○○円       

  ○○銀行○○円       

 

 

○○円                  

＜算定基礎＞            

  ○○銀行○○円      

  ○○銀行○○円       

 

 

２ 生徒納付金内訳表（１人当たり年額） 

                                                                               （単位：円） 

 

区分(※） 

 

入学金 

 

授業料 

 

 

 

 

 

計 

 

入学検定料 
 
開設 

年度 

 
１年 

 

 
 

         

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 ○ 
 

 年 
 

 度 

 
１年 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

２年 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 ○ 
 

 年 
 
 度 
 
 

 
１年 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

２年 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

３年 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  ※ 開設年度以降、修業年限に応じた年数分とすること。 
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作成例１２ 人件費支出内訳 
 
 

人件費支出内訳（１人当たり年額） 
 

 
 

  区分 
 
 

 
開設年度 

 
  ○年度 

 
  ○年度 

 
本棒 
 

 
賞与 
 

 
諸手当 
 

 
所 定 
福利費 

 
計 

 

 
本棒 
 

 
賞与 
 

 
諸手当 
 

 
所  定 
福利 費    

 
計 

 

 
本棒 
 

 
賞与 
 

 
諸手当 
 

 
所  定 
福利費 

 
計 

 
 
人 件 費      

 
円 

 
円 

 
円 

 
円 

 
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
専 
 
任 
 
教 
 
員 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
校 長 
 

 
円 
人 

 
円 
人 

 
円 
人 

 
円 
人 

 
円 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
教 頭 
 

 
円 
人 

 
円 
人 

 
円 
人 

 
円 
人 

 
円 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
教 諭 
 

 
円 
人 

 
円 
人 

 
円 
人 

 
円 
人 

 
円 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
助教諭 
 

 
円 
人 

 
円 
人 

 
円 
人 

 
円 
人 

 
円 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
講 師 
 

 
円 
人 

 
円 
人 

 
円 
人 

 
円 
人 

 
円 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
助 手 
 

 
円 
人 

 
円 
人 

 
円 
人 

 
円 
人 

 
円 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
兼 任 教 員      
 

 
円 
人 

 
円 
人 

 
円 
人 

 
円 
人 

 
円 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
専 任 職 員      
 

 
円 
人 

 
円 
人 

 
円 
人 

 
円 
人 

 
円 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
兼 任 職 員      
 
 

 
円 
人 

 

 
円 
人 

 

 
円 
人 

 

 
円 
人 

 

 
円 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  ※ 開設年度以降、修業年限に応じた年数分とすること。 
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作成例１３ 学校設置に要する経費及び支出計画を記載した書類 
 

学校設置に要する経費及び支出計画を記載した書類 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

学
校
設
置
に
要
す
る
経
費 

                           年  度 ○年度 申請年度 開設年度 ○年度 ○年度 備  考 
                                   契約相手方氏名      
                                   （契約年月日） 

契約等 
の金額 

 支払金額 
(支払年月日) 

 支払金額 
(支払年月日) 

 支払金額 
(支払年月日) 

 支払金額 
(支払年月日) 

支払金額 
(支払年月日) 

 
 
 

 
 
校地 

買収費 所在地：             ○○株式会社 
面 積：             (○年○月○日) ○○○円 

円 
年 月 日 

円 
年 月 日 

円 
年 月 日 

円 
年 月 日 

円 
年 月 日 

 
 
 

造成費 所在地：            ○○株式会社 
面 積：            (○年○月○日) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
                  小   計 

 
        円 

 
円 

 
円 

 
円 

 
円 

 
円 

 
 

 
 
校舎 

○○課程 
校舎 

構 造：            ○○株式会社    
面 積：            (○年○月○日)  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
完成：  年 月 日 

 
内 
 
訳 
 
 

建築工事    ○○株式会社（○年○月○日）   
 
 

 
 

 
 

 
 

 完成：  年 月 日 

給排水工事    ○○株式会社（○年○月○日）    
 
 

 
 

 
 

 
 

 完成：  年 月 日  

電気設備工事    ○○株式会社（○年○月○日）    
 
 

 
 

 
 

 
 

 完成：  年 月 日  

材料工事    ○○株式会社（○年○月○日）   
 
 

 
 

 
 

 
 

 完成：  年 月 日  

設計料         ○○株式会社（○年○月○日）       履行：   年 月 日 

                  小   計     円 円 円 円 円 円  

 
図書 
 
 

○○図書 
冊数： 
 

○○株式会社 
(○年○月○日)  

       納入：   年 月 日 
 

○○雑誌 冊数： ○○株式会社 
(○年○月○日)  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
納入：  年 月 日 

                  小   計         円 円 円 円 円 円  
 
教具 
 
 
校具 
 
 
設備 

○○教具 数量： 
○○株式会社    
(○年○月○日)  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
納入：  年 月 日 

○○校具 数量： 
○○株式会社    
(○年○月○日)  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
納入：  年 月 日 

○○設備 数量： 
○○株式会社    
(○年○月○日)  

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
移入：  年 月 日 

小   計         円 円 円 円 円 円  
            合      計         円 円 円 円 円 円  

 
 
 財 
 
 源 
 
 

現金・預金 ○○円   （内訳） ○○銀行○○円   ○○銀行○○円 

寄付金   ○○円   （内訳） 多数の寄付者がいる場合は別紙に記載すること。 

借入金   ○○円    （内訳） ○○銀行○○円   ○○銀行○○円                                                                                      
  合計        円 

（※）１ 申請に係る学校設置に要する経費及び支払い計画については、年度ごとに区分して作成すること。 
   ２ 校地及び校舎について借用がある場合は、備考欄に相手方及び賃借料を記入すること。 
   ３ 現物寄付を受けた場合、「財源」欄に「その他」欄を設け、現物寄付の内容、価額、相手方を記入すること。 
   ４ 校地、校舎については、契約書、領収書等の写しを添付すること。 
   ５ 財源の各欄については、証明書を添付すること。（例：残高証明書、寄付申込書、貸付決定書等）



- 111 - 

作成例１４ 負債償還計画書 

負 債 償 還 計 画 書 
 

 
 
 
 

 
 

借 入 先 
 

 
当初借入 

 
金  額 

 
借 入 

 
年月日 

 
返済期間 

 
及び利率 

 
申請時 
までの 
償還額 

 
申請時 
現在の 
残 額 

 
借入金に対する返済計画 

 
 

借入金の使途 
（抵当権設定の状況） 

 
申請年度 

 
○年度 

 
○年度 

 
○年度 

 
○年度 

 
 
申
請
時
の
負
債
残
高 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
日本私学振興・共済
事業団 

 
     千円 
 

 
 
 

 
○年 ％ 
○年据置 

 
    千円 
 

 
    千円 
 

 
    千円 
（  ） 

 
    千円 
（  ） 

 
    千円 
（  ） 

 
    千円 
（  ） 

 
    千円 
（  ） 

 
 
 

 
○○銀行○○支店 
 

 
     千円 
 

 
 
 

 
○年 ％ 
○年据置 

 
    千円 
 

 
    千円 
 

 
    千円 
（  ） 

 
    千円 
（  ） 

 
    千円 
（  ） 

 
    千円 
（  ） 

 
    千円 
（  ） 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  小  計 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
（学 校 債） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（未 払 金） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  小  計 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
申
請
時
以
降
の
借
入
予
定 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  小  計 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 合      計 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年  度  末  残  高 （元 金 の み） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
             帰属収入に占める負債償還額（元金＋利息）の割合 
              （短期借入金の元金を除く負債償還率） 

 
   ％ 
（   ） 

 
   ％
（   ） 

 
   ％ 
（   ） 

 
   ％
（   ） 

 
   ％
（   ） 

 
 
 

 （※）１ 法人全体の負債（未払金及び申請時以後に予定している負債を含む。）の償還計画を記入すること。 
    ２ 「借入金に対する返済計画」の項には、当該年度分の利息を（ ）内に記入すること。 
    ３ 「借入金の使途」の項には、借入目的（例えば、○○高校○○科○号館（○○㎡）、建築費（○○千円）に充当と記載する。）及び抵当権の設定状況（○○高校○○      
校舎に抵当権設定）を記載すること。 
    ４ 短期借入金についても記載すること。 
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作成例１５ 貸借対照表 

 

貸 借 対 照 表 

    年  月  日 

 

（単位：円） 

資産の部 金 額 負債の部 金 額 
科  目 本年度末 前年度末 増減 科  目 本年度末 前年度末 増減 

固定資産    固定負債    
  有形固定資産 
    土 地 

    建 物 

  構 築 物 

  教育研究用器機備品 

  管 理 用 機 器 備 品 

  図 書 

  車 両 
  建 設 仮 勘 定  
  （何） 

 特定資産 

  （何）引当特定資産 
 その他の固定資産 
  借 地 権 
  電 話 加 入 権  
  施 設 利 用 権  
  ソ フ ト ウ ェ ア 
  有 価 証 券 
  収 益 事 業 元 入 金 

  長 期 貸 付 金  
  （何） 
固定資産合計 
流動資産 
  現 金 預 金 

  未 収 入 金 
  貯 蔵 品 
  短 期 貸 付 金  
  有 価 証 券 
   （何） 
流動資産合計 
資産の部合計 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 長 期 借 入 金  

  学 校 債 

 長 期 未 払 金  
 退 職 給 与 引 当 金 
 （何） 
固定負債合計 
流動負債 
 短 期 借 入 金  
 １年以内償還予定学校債 
 手 形 債 務 
 未 払 金 
 前 受 金 
 預 り 金 
 （何） 
流動負債合計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

負債の部合計    
純資産の部    
科  目    

基本金 

第１号基本金 
第２号基本金 
第３号基本金 
第４号基本金 

繰越収支差額 

 翌年度繰越収支差額 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

純資産の部合計    

 
  注記 重要な会計方針 
     重要な会計方針変更等 
     減価償却額の累計額の合計額 
     徴収不能引当金の合計額 
     担保に供されている資産の種類及び額 
     翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 
     当該会計年度の末日において第４号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策 
     その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項 
 

（※）１ この表に掲げる科目に計上すべき金がない場合には、当該科目を省略する様式によるものと     

する。 

   ２ この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合には、その科目を追加する様式によるもの     

とする。 
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作成例１６ 変更条文新旧比較対照表 

 

 

学（園）則変更条項新旧対照表 

 

   

新 学（園）則 旧 学（園）則 

   

  （名称） 

 第２条 本校は、○○○小学校という。(※１） 

 

  （休業日、臨時授業及び臨時休業） 

 第８条 休業日は次のとおりとする。 

 （１）日曜日 

 （２）土曜日 

 （３）国民の祝日に関する法律に規定する日       

 （４）夏季休業○月○日から○月○日まで 

                    ・                 

                    ・                 

                    ・                 

 

   （教職員組織） 

 第２５条 本校に次の教職員を置く。 

 （１）校長   １名 

 （２）副校長  １名 

 （３）教頭   １名 

 （４）主幹教諭 １名 

 （５）指導教諭 １名 

 （６）教諭  ３０名  

            ・ 

            ・ 

            ・ 

 

     附 則（※２） 

 １ この学則は、○○年○月○日より施行する。 

 

  （名称） 

第２条  本校は、▲▲小学校という。 

 

 （休業日、臨時授業及び臨時休業） 

第８条 休業日は次のとおりとする。 

（１）日曜日                    

（２）国民の祝日に関する法律に規定する日      

（３）夏季休業○月○日から○月○日まで 

                    ・ 

                    ・ 

                    ・ 

 

  （教職員組織）                  

第２５条 本校に次の教職員を置く。 

（１）校長   １名 

（２）副校長  １名 

（３）教頭   １名 

（４）主幹教諭 １名 

（５）指導教諭 １名              

（６）教諭  ２７名             

           ・                     

           ・                     

           ・                     

 

 （新設） 

 

 

 

 

○作成上の注意 

（※１）変更条文は、全文を記載し、変更箇所は下線（朱線）を引くこと。 

（※２）附則の記載を省略しないこと。 
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作成例１７ 設立代表者の権限証明書 

 
 
                            住所  
                            氏名                 

 
 

設立代表者の権限証明書 
 
 このたび、学校法人○○学園設立について、上記の者を設立代表者と定めこの法人設立に関する一切の権
限を委任します。 
 
    年  月  日 
                         設立発起人  

                         氏名        
                         氏名                   （※１） 
                         氏名                   

 
 

 以上は原本と相違ありません。 
     年  月  日 
                  学校法人○○学園                              （※２） 
                      設立代表者  氏名   

 
 
○作成上の注意 
（※１）設立発起人は、全員署名又は記名押印すること。 
（※２）設立代表者による原本証明を行うこと（押印不要）。 
 
 

 
 
 
作成例１８ 就任承諾書（新設法人用） 
 

 
 

  年  月  日 
 
 学校法人○○学園 
  設立代表者          殿 
 

住所 
氏名          

 
 

就 任 承 諾 書 
 
 学校法人○○学園設立の上で、理事（監事、評議員）に就任することを承諾します。 
 
（添付書類） 

履歴書 (※１） 
 

 以上は原本と相違ありません。 
     年  月  日 
                  学校法人○○学園                              （※２） 
                      設立代表者  氏名  

 
○作成上の注意 
（※１）学歴、職歴その他を記載すること。 

（※２）設立代表者による原本証明を行うこと（押印不要）。 
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作成例１９ 就任承諾書（既設法人用） 

 

 

 

  年  月  日 

 

 

 学校法人 

  理事長          殿 

 

 

住所 

氏名              （※１） 

 

就 任 承 諾 書 

 

 

 学校法人○○学園の理事（監事、評議員）に就任することを承諾します。 

 

自      年  月  日 

          任期   

               至   〇年度定時評議員会終結の時 

 

 

 

 

 

 以上は原本と相違ありません。 

     年  月  日 

                  学校法人○○学園                       （※２） 

                   理事長 氏名     

 

○作成上の注意 

（※１）就任承諾者の署名又は記名押印をすること。 

（※２）理事長による原本証明を行うこと（押印不要）。 
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作成例２０ 新旧対照表（役員等変更） 

 

 

新 旧 対 照 表 

 

 

 

 

（新） 

 

 旧） 
 
 

 

 
氏 名 

 

 
選任条項 

（※３） 

 
変更 

(※４） 

 
年月日 

（※５） 

 
任 期 

（※６） 

 
氏 名 

 

 
選任条項 

 

 
変更 

 

 
年月日 

 
理 事 長 

（※１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
理   事 
（※２） 

（※８） 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

監   事  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

評 議 員         

 

 

 
          
          
          
          
          
 
理事長 

 
 
選 
任 
条 
文 
※
８ 

 

 

 
○－○     （理事の互選） 

 
 （定数） （現員） （任期） 
理事     名    名   年 

（○号を除く） 

（※７） 
 

 
○－○－○ 校長                    （定数） 
○－○－○  評議員（評議員会選任） （定数） 
○－○－○  学識経験者（理事会選任）（定数） 
 

 

監事   名    名   年 

 
○－○    （評議員会の同意を得て理事長が選任） 

 （備考） 

 ○作成上の注意 

 （※１）「理事長」については、理事長及び理事の欄の両方に記載すること。 

 （※２）「理事」は選任条項の順に記載すること。 

 （※３）「選任条項」欄は、寄附行為上の選任条項を、「第○条第○項第○号」又は「○－○－○」  

のように記入すること。 

 （※４）「変更」欄は、「就任」、「重任」、「退任」、「辞任」、「死亡」、「解任」のように記     

入すること。 

 （※５）「年月日」欄には、「就任」等の年月日を記入すること。 

 （※６）「任期」欄には、役員の就任等に係る任期の期間を記入すること。 

 （※７）寄附行為上任期の定めから除外されている理事は、例のように任期の下にその条項を括弧書     

きすること。 

 （※８）「選任条文」の欄は、寄附行為の内容を例のように記入すること。  

 （※９）変更を伴わない役員についても、必ず氏名、選任条項及び任期を記入すること。
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作成例２１ 理事会決議録（役員等変更） 

 

 

理 事 会 決 議 録 

 

 

１ 日時及び場所 

   年  月  日      ○○時○○分～○○時○○分 

青森県        番地 ○○会議室（オンライン併用） 

 

２ 理事定数     ○名 

 

３ 出席理事     ○名    氏名○○○○、○○○○、○○○○、     

                   ○○○○（オンライン出席）   

  欠席理事     ○名    氏名○○○○              （※１） 

  出席監事     ○名    氏名○○○○ 

  欠席監事     ○名    氏名○○○○ 

 

４ 議案 

（１）理事○○氏の辞任に伴う後任理事選任の件 

 

５ 議事 

 ○○時○○分、（※２）○○理事（又は理事長）が議長となり、開会を宣して議案の審議に入った。 

 まず、議長から（※３）寄附行為第○条第○項第○号選出理事○○氏から○○のため辞任の申し出

があったこと、後任理事選任について説明がなされ、ついて協議を重ねた結果、○○氏の辞任につい

て承認することとし、その後任として○○氏を選任することを満場一致で可決した。 

 よって、議長は、議事終了の旨を述べて○○時○○分閉会を宣した。 

 

                                     議事録署名人 

                    理事    ○○○○ 

                                 （※４） 

                    監事 ○○○○ 

  

 以上は原本と相違ありません。 

     年  月  日 

                  学校法人○○学園                          （※５） 

                      理事長 ○○○○     

 

○作成上の注意 

（※１）理事及び監事の氏名及び出欠を記載すること。 

（※２）寄附行為に基づき議長を選任すること。 

（※３）役員の選任区分を明確にすること。 

    評議員会において選任された理事である場合には、あらかじめ評議員会において選任手続きを    

行う必要があること。 

（※４）出席理事及び出席監事の署名か記名押印（又は、議長、出席理事から互選の２名以上、出席監事が

署名）すること。 

（※５）理事長による原本証明を行うこと（押印不要）。 

 

 

…
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作成例２２ 理事が私立学校法に定める資格等に適合することを証する書類（誓約書） 

 

  年  月  日 

 

 青森県知事        殿 

 

                          学校法人 

                           理事長    

 

誓   約   書 

 

 

 各理事の資格及び理事の構成について、次に適合していることを誓約します。 

 

 １ 私立学校法第３１条第１項各号及び第２項に該当しない者であること 

 ２ 監事又は評議員を兼ねる者でないこと 

 ３ 理事のうちに、私立学校法第３１条第４項各号に掲げる者が含まれていること 

 ４ 理事のうちに、他の２人以上の理事、１人以上の監事又は２人以上の評議員と 

特別利害関係を有する者が含まれていないこと 

５ 他の理事のいずれか特別利害関係を有する理事の数が、理事の総数の３分の１を 

  超えていないこと 

 

○作成上の注意 

（※１）「特別利害関係」は、私立学校法第３１条第６項に規定するものをいう。 

（※２）私立学校法の一部を改正する法律（令和５年法律第２１号）附則第２条第２項に規定する  

    経過措置期間中は、「２人以上の評議員」は「３人以上の評議員」と変更することができる。 

 

・私立学校法 

  （理事の資格及び構成） 

  第３１条 次に掲げる者は、理事となることができない。 

一 法人 

二 心身の故障のため職務の適正な執行ができない者として文部科学省令で定めるもの 

三 学校教育法第９条各号のいずれかに該当する者 

四 この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執

 行を受けることがなくなつた日から２年を経過しない者 

五 学校法人が第１３５条第１項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられ

た場合において、その解散の日前３０日以内に当該学校法人の役員であつた者でその

解散の日から２年を経過しないもの 

２ 第３３条第３項若しくは第４８条第２項の訴えに基づく確定判決によつて学校法人

の役員を解任され、又は第１３３条第１０項の規定による勧告を受けて学校法人の役

員を解任され、解任の日から２年を経過しない者は、当該学校法人の理事となること

ができない。 

３ 理事は、監事又は評議員を兼ねることができない。 

４ 理事には、次に掲げる者が含まれなければならない。 

一 当該学校法人の設置する私立学校（２以上の私立学校を設置する学校法人にあつ

ては、そのいずれか１以上の私立学校）の校長（学長及び園長を含む。第３６条第

３項第３号において同じ。） 

二 その選任の際現に当該学校法人の役員及び職員並びに子法人役員（子法人（学校

法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。以下
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同じ。）の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又は

これらに準ずる者をいう。以下同じ。）及び子法人に使用される者のいずれでもな

い者 

５ 理事が再任される場合において、当該理事がその最初の選任の際現に当該学校法人

の役員及び職員並びに子法人役員及び子法人に使用される者のいずれでもなかつた場

合についての前項の規定の適用については、当該理事をその再任の際現に当該学校法

人の役員及び職員並びに子法人役員及び子法人に使用される者のいずれでもない者と

みなす。 

６ 理事は、他の２人以上の理事、１人以上の監事又は２人以上の評議員と特別利害関

係（一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係その他特別な利害

関係として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。）を有するものであつては

ならない。 

 

・学校教育法 

  （校長、教員の欠格事由） 

 第９条 次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。 

  一 禁錮以上の刑に処せられた者 

  二 教育職員免許法第１０条第１項第２号又は第３号に該当することにより免許状が

その効力を失い、当該執行の日から３年を経過しない者 

   三 教育職員免許法第１１条第１項から第３項までの規定により免許状取上げの処分

を受け、３年を経過しない者 

四 日本国憲法施行の日〔昭和２２年５月３日〕以後において、日本国憲法又はその

  下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又

  はこれに加入した者 

 

・私立学校法施行規則 

  （役員の職務の適正な執行ができない者） 

  第１０条 

   法第３１条第１項第２号（法第１５２条第６項において準用する場合を含む。）の文

部科学省令で定めものは、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当た

って必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 

 

  （特別利害関係） 

第１２条 法第３１条第６項（法第１５２条第６項において準用する場合を含む。）の

特別な利害関係として文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 

一 一方の者が他方の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある関係 

二 一方の者が他方の者の使用人である関係 

三 一方の者が他方の者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している関

  係 

四 一方の者が他方の者の前２号に掲げる関係の者の配偶者である関係 

五 一方の者が他方の者の第１号から第３号までに掲げる関係の者の三親等以内の

親族であつて、これらの者と生計を一にする関係 
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作成例２３ 監事が私立学校法に定める資格等に適合することを証する書類（誓約書） 

 

  年  月  日 

 

 青森県知事        殿 

 

                          学校法人 

                           理事長    

 

誓   約   書 

 

 

 各監事について、次に適合していることを誓約します。 

 

 

 １ 私立学校法第４６条第１項各号に該当しない者であること 

 ２ 評議員若しくは職員又は子法人役員（監事若しく監査役又はこれらに準する者を除く。）若しく

は子法人に使用されるものを兼ねる者でないこと。 

 ３ 監事のうちに、他の監事又は２人以上の評議員と特別利害関係を有する者が含まれていないこと 

 

○作成上の注意 

（※１）「特別利害関係」は、私立学校法第３１条第６項に規定するものをいう。 

（※２）私立学校法の一部を改正する法律（令和５年法律第２１号）附則第２条第２項に規定する  

    経過措置期間中は、「２人以上の評議員」は「３人以上の評議員」と変更することができる。 
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作成例２４ 評議員が私立学校法に定める資格等に適合することを証する書類（誓約書） 

 

 

  年  月  日 

 

 青森県知事        殿 

 

                          学校法人 

                           理事長   

 

誓   約   書 

        

 

 各評議員の資格及び評議員の構成について，次に適合していることを誓約します。 

 

 

１ 私立学校法第６２条第１項及び第２項に該当しない者であること 

２ 私立学校法第６２条第３項各号に掲げる者が含まれていること 

３ 評議員のうちに，他の２人以上の評議員と特別利害関係を有する者が含まれていないこと 

４ 私立学校法第６２条第３項第１号に掲げる者である評議員の数が評議員の総数の３分の１を超えて

いないこと 

５ 理事又は理事会が評議員を選任する場合において、当該評議員の数が評議員の総数の２分の１を超

えていないこと 

６ 役員又は他の評議員のいずれかと特別利害関係を有する者並びに子法人役員及び子法人に使用され

る者である評議員の数の合計が評議員の総数の６分の１を超えていないこと 

 

○作成上の注意 

（※１）「特別利害関係」は、私立学校法第３１条第６項に規定するものをいう。 

（※２）私立学校法第６２条第３項第２号に掲げる者の該当が無い場合は，「私立学校法第６２条第３

項各号」は「私立学校法第６２条第３項第１号」と変更することができる。 

（※３）私立学校法の一部を改正する法律（令和５年法律第２１号）附則第２条第２項に規定する  

    経過措置期間中は、「２人以上の評議員」は「３人以上の評議員」と変更することができる。 
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作成例２５ 辞任届 

 

 

  年  月  日 

 

 学校法人 

  理事長         殿 

 

                          住所 

                          氏名                    

 

辞  任  届 

 

 私は、一身上の都合により、理事（監事、理事長又は評議員）を   年 月 日付けで辞任したい

のでお届けします。 

 

 以上は原本と相違ありません。 

     年  月  日 

                  学校法人○○学園                            （※１） 

                      理事長 ○○○○    

 

○作成上の注意 

（※１）理事長による原本証明を行うこと（押印不要）。 
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作成例２６ 学校法人設立要綱 

 

 

学校法人設立要綱 

 

 

 名称 

 

 
 

  事務所 

 

 
 

  目的 

 

 
 

  設置する校名 

 

 
 
  役員 

 

 
 理事    名   氏名 

 監事        名      氏名 
 

  評議員 

 

  定数    名 
 

  資産総額 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
資 産 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
基 本 
財 産 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
校   地 
（※１） 

 
 

 

 
  総面積         ㎡   現所有者 
 （内訳）校舎建築面積  ㎡ 
      運動場          ㎡ 
     その他          ㎡ 

 価額          円 
 
 校   舎 

（※１） 
 
 

 

 
  総面積         ㎡ 
 構造 
 価額          円 
 工期   着工   年  月  日 

            完成   年  月  日 
 

 校具・教具 

 

                          円 
 

図   書 

 

                          円 
 

 その他備品 

 

                          円 
 
運 用 
財 団 

(※２) 

 
 現   金 
 

 

 
                          円 
 

 
 

収益事

業財産

(※３) 
 

 
 現   金 
 

 
 

 
                          円 
 

 
 

  

○作成上の注意 

（※１）校地、校舎を国又は地方公共団体から借用する場合は、相手方、借用面積等を記載すること。 

（※２）現金以外の運用財産がある場合は、当該財産の種類及び金額（評価額等）を記載すること。 

（※３）収益事業を行う場合は、記載すること。 
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作成例２７ 年齢別幼児数調 

 

 

 

 

   年  月  日現在 

 

１ 幼稚園設置予定地の小学校区名 

  ○○小学校区          

 

２ 幼稚園設置予定地の小学校区の隣接小学校区（※２） 

  ○○小学校区、○○小学校区、○○小学校区、○○小学校区    

 

 

年齢別幼児数調（※１） 

 

 

  年 齢 

 

 

 

 

 市町村幼児数 

 

 

 

 

幼稚園設置予定地の 

小学校区の幼児数 

 

 

 

幼稚園設置予定地の小学

校区の隣接小学校区の幼

児数の合計 

 

 

０歳児 

 

 

 

 

 

 

 

１歳児 

 

 

 

 

 

 

 

２歳児 

 

 

 

 

 

 

 

３歳児 

 

 

 

 

 

 

 

４歳児 

 

 

 

 

 

 

 

５歳児 

 

 

 

 

 

 

 

合計 

 

 

 

 

 

 

 

○作成上の注意 

（※１）この書類は、幼稚園設置予定の市町村教育委員会に照会し、作成すること。 

（※２）幼稚園設置予定地の小学校区に隣接している小学校区名を全て記入すること。 

   

 


